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申請から⼊園が決まるまで

（続き）令和８年度４⽉⼊園申込み

★⼀次募集における追加書類（「保育所等利⽤申込の希望変更届（区様式）」、「保育所等利⽤申込取下書
（区様式）」等）の提出は、11⽉27日（木）が締切となりますのでご注意ください。
※「保育所等利⽤申込取下書（区様式）」の提出が遅れた場合、原則として内定辞退扱いとなります。
★申込書類は、区ホームページからもダウンロードできます。

①教育・保育給付
認 定 申 請
⼊ 園 申 込

★必要に応じ、電話･訪問等により保育を必要とする状況を調査します。
（職場等に電話することもあります。）②調 査

★「教育・保育給付認定決定通知書」は、「利⽤調整結果通知書」と併せて郵送します。③ 教 育 ・ 保 育
給 付 認 定

★保育を必要とする状況（P.37〜39参照）によって、指数の高い方から利⽤調整により⼊園が決定し
ます。
⼀次募集指数基準日→令和７年11⽉27日（木）

④ ⼀ 次 利 ⽤
調 整 会 議

★令和８年１⽉23日（⾦）発送予定
※結果は郵送により発表しますので、電話
でのお問合せはご遠慮ください。

※ボーダー・倍率を区ホームページにて発
表します。

※居住地によっては、結果通知の到着が前
後することがあります。

⑤ ⼀ 次
利 ⽤ 調 整
結 果 発 表

★内定された方には、内定園から⼊園に関
するご案内を郵送します。

※内定を辞退する場合は、速やかに「利⽤
調整結果辞退届（区様式）」をご提出く
ださい。

⑥⼊園内定

★内定後、各施設で面談と健康診断を⾏い
ます。

⑦ 面 談
健 康 診 断

★＜認可保育園の場合＞
「保育所利⽤承認兼保育料決定通知書」
を郵送します。

★＜認定こども園・小規模認可保育園・居
宅訪問型保育の場合＞
各施設と⼊園について、直接契約します。
区からは、「保育料決定通知書」を郵送
します。

⑧⼊園決定

４月⼊園に限り、結果は一次募集・二次募集
ともに、郵送により発表いたします。
辞退する場合は、速やかに内定園および保育
園ナビゲーターへ電話でご連絡いただき「利
⽤調整結果辞退届（区様式）」を提出してく
ださい。

★「利⽤調整結果通知書」に待機となった
理由等が記載されています。

（待機となった場合のお手続きについて
は、P.30参照）

⑥ 待 機

★令和８年２⽉13日（⾦）締切
一次利⽤調整で待機の方は、そのまま二次
募集の利⽤調整の対象となります。希望園
を変更する場合は手続きが必要となります
ので、締切までに「保育所等利⽤申込の希
望変更届（区様式）」をご提出ください。

二次募集指数基準日→令和８年２⽉13日(⾦)

⑦ 二 次 募 集

★令和８年 ３⽉ ２日（⽉）発送予定
内定された方には、郵送により発表します
ので、電話でのお問い合わせはご遠慮くだ
さい。
※居住地によっては、結果通知の到着が前
後することがあります。

※待機の通知が届いた場合でも、辞退者が
いた場合に繰上げ内定となる場合があり
ます。対象者には、３月６⽇（⾦）に電
話でお知らせします。

⑧ 二 次
利 ⽤ 調 整
結 果 発 表

★二次募集から申込んだ方には、「利⽤調
整結果通知書」を郵送します。
（待機となった場合のお手続きついては、
P.30参照)

※一次募集から継続して待機となった場合、
「利⽤調整結果通知書」は送付されませ
ん。

待 機 の 場 合

待機となった方を対象に、二次利⽤調整を
⾏ってもなお⽋員が生じたクラスについて
あっせんを⾏います。（P.31参照）

⑨ あ っ せ ん

内定の場合
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出⽣前申込み（４⽉⼀次募集のみ）

４月⼊園の一次募集の受付期間にまだ生まれていなくても、出産予定が令和８年２⽉３日（火）までの方は受付期間内に申
込むことができます。２月４⽇（⽔）以降に出産予定で、出生前申込を希望する方は、保育園ナビゲーターまでご相談くださ
い。なお、出⽣前申込みをし、２⽉４日（水）以降に出⽣した場合は、５⽉⼊園以降の申込みとして選考します。

（１）申込手続きについて
P.24~26の書類に加え、「⺟子手帳の写し（表紙＋分娩（出産）予定日が記載されているページ）」が必要です。

※「教育・保育給付認定申請書兼保育所等利⽤申込書（区様式）」の児童⽒名及び生年月⽇は空欄でご提出ください。
※「児童の健康状況申告書（区様式）」は出生後すみやかに提出してください。（下記「（４）出生後の手続きについて」を
参照。）

（２）申込期間について
P.10の４月⼊園一次募集の受付期間にお申込みください。
４⽉⼊園二次募集と５⽉〜１⽉⼊園の募集においては、出⽣前受付を⾏っていませんので、出生後にお申込みください。

（３）希望園について
０歳児クラスでは生後57⽇以降の児童を受⼊れていますが、以下の施設は生後４か月以降または６か月以降から⼊園可能と

なります。生後４か月以降から⼊園可能となる対象施設を希望し令和７年12月２⽇（火）以降に生まれた場合、申込みをいた
だいても、当該施設について４月⼊園の利⽤調整は⾏いません。なお、生後６か月以降から⼊園可能となる対象施設の出生前
申込みはできません。

出⽣前申込み対象施設⼊園可能⽉齢

可
アゼリヤ保育園（東陽地域）
⻲⼾浅間保育園（⻲⼾地域）
スターチス保育園（東陽地域）

豊洲枝川さくらんぼ保育園（豊洲地域）

⽣後４か⽉以降
（令和７年12月１⽇（月）までに出産予定の方が対象）

不可スクルドエンジェル北砂園（砂町地域）
武蔵野大学附属有明こども園（豊洲地域）

⽣後６か⽉以降
（令和７年10月１⽇（⽔）までに生まれた方が対象）

（４）出⽣後の手続きについて
出⽣後14日以内に、保育支援課保育サービス係（区役所３階12番窓口）に「児童の健康状況申告書（区様式）」及び「出⽣

届出済証明書（⺟子手帳１ページ）の写し」を提出してください。（郵送・電子可。豊洲シビックセンターでは受付できませ
ん。）

（５）出⽣後の手続きが無い場合の取扱い
上記出生後の手続きがないと、内定または待機のいずれの場合においても通知が発送されません。また、５月以降の利⽤調

整とさせていただくことがあります。必ず手続きを⾏うようお願いします。

（６）通知の発送について
出生後のお手続きを令和８年１月20⽇（火）までに⾏われた場合は、一次利⽤調整結果発表⽇にあわせて「教育・保育給付

認定決定通知書」及び「利⽤調整結果通知書」を発送します。
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きょうだいで申込む場合
兄弟姉妹（以下、きょうだい）で２人以上の児童を同時に申込む際、どのような組み合わせで希望するかを申請書のチェッ

ク欄で選択していただきます。

はい

いいえ

きょうだいが同時に同じ園に⼊園（転園）できる時のみ⼊園を希望する。
別々の園の⼊園（転園）や一人だけ⼊園（転園）になるなら、きょうだ
い全員待機でよい。

A

きょうだいのうち、特定の⼀人（児童①）が⼊園（転園）できる時のみ、
もう⼀人（児童②）の同じ園への⼊園（転園）を希望する。
児童①のみの⼊園（転園）は希望するが、児童②のみの⼊園（転園）は
希望しない。ただし、転園申請児童の在籍園を他方の児童が⼊所希望と
する場合の選考は、転園申請児童は転園せずに当該在籍園できょうだい
をそろえることを希望しているという前提の選考となります。

上の子が⼊園（転園）でき
る時のみ、同じ園に下の子
の⼊園（転園）を希望する。

F
下記注意
事項参照

きょうだいが同時に⼊園（転園）できる時のみ⼊園（転園）希望をする。
別々の園でも内定を受けるが、一人だけ⼊園（転園）になるなら、きょ
うだい全員待機でよい。

きょうだいのうち⼀人でも⼊園
（転園）希望だが、同時に⼊園で
きるときは、希望順位を優先して
別々の園になるよりも、希望順位
が低い園でも、きょうだいが同じ
園になることを優先する。

Ｄ

同時に⼊れるとき、きょ
うだいが別々の園になっ
ても、希望順位の高い園
になることを優先する。

Ｅ

希望順位を優先して別々の園に
なるよりも、希望順位が低い園
でも、きょうだいが同じ園にな
ることを優先する。

Ｂ

きょうだいが別々の園
になっても、希望順位
の高い園になることを
優先する。

Ｃ

注意事項

◆３人以上の児童を同時に申込みする際はＡ〜Ｅのいず
かを選択してください（Ｆ及びＧは選択できません）。

◆きょうだいの⼀方のみに内定が出た際に、他方の児童
の希望園に変更が⽣じる場合は、必ず「保育所等利⽤
申込の希望変更届（区様式）」をご提出ください。

例）２人のきょうだいを同時に申込み、上の子のみ内定
し、下の子の希望園を上の子が在園する園のみにし
たい場合。

◆FとGいずれの選考でも先に同⼀施設となるかを選考
し、希望園すべてでそれが叶わない場合、その後、⼀
人だけで⼊所できるかの選考を⾏います。なお、Fと
Gは「⼀人でも⼊所希望」の児童をDとして選考、
「同⼀施設となる時のみ希望」の児童をAとして選考
するものです。

下の子が⼊園（転園）でき
る時のみ、同じ園に上の子
の⼊園（転園）を希望する。

＜利⽤申込書より抜粋＞

G
下記注意
事項参照
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居宅訪問型保育（障害児向け）
居宅訪問型保育（障害児向け）とは、障害、疾病等により集団保育が著しく困難な児童を対象に、児童のご⾃宅に保育者が

訪問し、１対１で保育を提供する事業です。

（１）受付期間

《４⽉利⽤》
P.10の令和８年４月⼊園一次募集受付期間と同じです。

《５⽉〜１⽉利⽤》

（２）事業概要

認定特定非営利活動法人 フローレンス （連絡先︓03-6811-0907）運営事業者

１〜５歳児クラスで、保育の必要性があり、障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難である
と認められた児童（０歳児クラスは要相談）
※事前に運営事業者との面談においてお預かりすることが可能と判断された児童に限ります。

対象児童

月曜⽇〜⾦曜⽇（土・⽇・祝⽇および年末年始は⾏いません）
保育時間

8:00〜18:00の中で最⻑８時間

令和７年９月より第１⼦保育料が無償化されたことにより、すべての児童の保育料はかかりません。保育料

⾃宅までの保育者の交通費実費負担があります。（上限1,500円／１⽇）その他料⾦

（３）必要書類・利⽤調整⽅法などの注意点

事前に必ず運営事業者と、健康状況や障害程度、それに応じた預かりの可否について面談を⾏った上でお申
込みください。

申込み前の
注意点

P.24〜26の保育園等の申込書類、申込みを⾏う児童の診療情報提供書（主治医の診断書等）必要書類

P.37〜39に基づき、受付締切⽇（指数基準⽇）までに提出された書類により利⽤調整を⾏います。選考⽅法

受付期間（受付締切日＝指数基準日）利⽤希望⽉受付期間（受付締切日＝指数基準日）利⽤希望⽉

令和8年7月6⽇（月）〜 8月5⽇（水）10⽉⼊園令和8年2月16⽇（月）〜 3月5⽇（木）5⽉⼊園

令和8年8月6⽇（木）〜 9月4⽇（⾦）11⽉⼊園令和8年3月6⽇（⾦）〜 4月3⽇（⾦）6⽉⼊園

令和8年9月7⽇（月）〜 10月5⽇（月）12⽉⼊園令和8年4月6⽇（月）〜 5月7⽇（木）7⽉⼊園

令和8年10月6⽇（⽕）〜 11月5⽇（木）1⽉⼊園令和8年5月8⽇（⾦）〜 6月5⽇（⾦）8⽉⼊園

必ず事前にご相談ください。令和8年6月8⽇（月）〜 7月3⽇（⾦）9⽉⼊園
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他自治体からのお申込み

他自治体へのお申込み

（１）転⼊予定のある方の必要な手続き

必ず江東区の申込書類（P.24〜26）を使⽤して申込みをしてください。
※全ての方が必要な書類に加え、「転⼊予定申込に関する同意書（区様式）」と「申込児童の住⺠票の写し（公
的機関など第三者が発⾏した申込児童の生年月⽇がわかるものでも代⽤可）」が必要です。

必要書類

江東区に転⼊予定の方は、江東区保育支援課保育サービス係へ直接郵送か電子申請もしくは持参してください。
※転⼊予定で申込みの場合、⼊園の内定・待機にかかわらず、⼊園希望⽉の前⽉末までに転⼊（住⺠登録の異
動）し、転⼊した⽉末までに改めて江東区⺠として保育園等の申込手続き（本申込）を⾏う必要があります。
受付締切⽇時点で⼊園希望月の前月末までに転⼊することが確認できない場合は申込むことができません。
（提出された「転⼊予定申込に関する同意書（区様式）」により確認を⾏います。）
※⼊園希望⽉の前⽉末までに転⼊しない場合や転⼊しても本申込をしない場合は、⼊園の内定取消しまたは申込

取下げとなりますのでご注意ください。
※海外から江東区に転⼊予定の方は、江東区へ直接郵送か電子申請をしてください。代理の方がお申込書類を直
接ご提出いただくことも可能です。

申込み

江東区から直接ご自宅に結果（簡易版）を郵送します。今後のお手続きの案内及び本申込等の必要書類が同封さ
れているため、書類の内容をご確認ください。本申込をしないと正式な「利⽤調整結果通知書」は発⾏されませ
ん。
※令和８年度４月一次申込みをした方で、令和８年１月20⽇（火）までに転⼊し、本申込の手続きをした方は、
一次利⽤調整結果発表⽇にあわせて「教育・保育給付認定決定通知書」及び「利⽤調整結果通知書」を発送し
ます。

結果

（２）転⼊予定のない方の必要な手続き

◆江東区に勤務地がない、⽗⺟のうちいずれか一方でも求職中、または育児休業取得中（復職予定の場合を除く）の場合は申込みができません。
◆保護者（⽗⺟いずれか）が江東区在勤者の場合、下記表の○部分の申込みが可能です。ただし、P.38「調整指数16番」の対象となります。
◆区⽴認可保育園の延⻑保育の申込みはできません。

１０〜１⽉⼊園５〜９⽉⼊園４⽉二次募集４⽉⼀次募集区 分

××××０〜５歳児
クラス

江東区に勤務地がない方
求職中・育休中の方

○
（－４点）×××０〜２歳児

クラス江東区に勤務地がある方
（在勤要件での申込み） ○

（－４点）
○

（－４点）
○

（－４点）×３〜５歳児
クラス

◆申込期間や必要書類等は、⾃治体により異なります。また、⼊園申込制限がある場合もありますので、必ず申込み前に希望園のある
自治体に確認してください。

◆他自治体へ転出予定のある方は、江東区を通さず転出先の自治体に直接お申込みください。
転出予定のない方の申込受付は、江東区保育支援課保育サービス係（区役所３階12番窓口）で⾏います。受付後に江東区から
希望園のある⾃治体に書類を送付するため、希望園のある⾃治体の締切⽇の１週間前までには書類をご提出ください。希望園のある
自治体の締切日間近にご提出され、希望園のある自治体での受付が間に合わなかった場合の責任は負いかねます。

◆転出予定で申込みを⾏った方は、住⺠票の異動と同時に転出先の⾃治体で、再度⼊園申込みを⾏ってください。転出先⾃治体で手続
きを⾏わないと、内定取消しや申込取下げとなる場合があります。

他⾃治体からのお申込みについては、江東区へ転⼊予定のある方とない方で必要な手続きや申込みの可否が異なります。

（３）転⼊予定のない方の⼊園申込制限

必ず江東区の申込書類（P.24〜26）を使⽤して申込みをしてください。必要書類

江東区に勤務地がある方は、現在お住まいの自治体へ申込みを⾏ってください。申込み

江東区から直接ご自宅に結果（簡易版）を郵送します。正式な通知書は、現在お住いの⾃治体より送付されます。結果

（４）注意事項
◆４月⼊園申込みのスケジュールや詳しい申込方法等は、P.10〜12及び区ホームページをご覧ください。
◆５月以降の⼊園申込みは、P.13に記載してある受付期間で⾏います。受付締切日までに必要書類が江東区に届いている必要がありますので、
余裕を持って提出してください。

◆必要な書類・お手続きについては、右記、区ホームページもご確認ください。
区外または海外からの
申込みについて
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